
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
再
資
源
化
の
認
定
に
係
る
提
出
書
類
）

（
再
資
源
化
の
認
定
に
係
る
提
出
書
類
）

第
三
十
三
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

第
三
十
三
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

指
定
再
資
源
化
機
関
以
外
の
者
に
委
託
し
て
再
資
源
化
を
行
お
う
と

六

指
定
再
資
源
化
機
関
以
外
の
者
に
委
託
し
て
再
資
源
化
を
行
お
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

実
施
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
本

イ

実
施
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
外

籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、

国
人
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
。
以
下
同
じ
。
）

外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
再
資
源
化
預
託
金
等
の
取
戻
し
）

（
再
資
源
化
預
託
金
等
の
取
戻
し
）

第
七
十
六
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

当
該
自
動
車
の
輸
出
に
係
る
保
税
地
域
（
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年

一

当
該
自
動
車
の
輸
出
に
係
る
保
税
地
域
（
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
保
税
地
域
を
い
う
。
）

法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
保
税
地
域
を
い
う
。
）

の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
か
ら
交
付
を
受
け
る
輸
出
の
許
可
（
同

の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
か
ら
交
付
を
受
け
る
輸
出
の
許
可
（
同

法
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
輸
出
の
許
可
を
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と

法
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
輸
出
の
許
可
を
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
（
当
該
自
動
車
の
車
台
番
号
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限

を
証
す
る
書
類
（
当
該
自
動
車
の
車
台
番
号
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
写
し

る
。
）

二

当
該
自
動
車
の
船
積
が
あ
っ
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
船
荷
証
券
そ
の
他

二

当
該
自
動
車
の
船
積
が
あ
っ
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
船
荷
証
券
（
当
該

船
舶
に
よ
る
当
該
自
動
車
の
運
送
の
契
約
に
関
す
る
書
類
（
当
該
自
動

自
動
車
の
車
台
番
号
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
写
し

車
の
車
台
番
号
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
写
し

三

（
略
）

三

（
略
）
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